
平成２３年度税制改正（地方税）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 23 府 省 庁 名  厚 生 労 働 省             

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  事業税（外形） 不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（         ） 

要望 

項目名 
特定退職金共済団体である一般社団・財団法人が受け取る利子等の非課税措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

所得税法施行令第７３条第１項の要件を備えるものとして税務署長の承認を受けた「特定退職金共済団体」

である一般社団法人又は一般財団法人。 

 

・特例措置の内容 

所得税法施行令第７３条の要件を備えるものとして税務署長の承認を受けた「特定退職金共済団体」であ

る一般社団法人又は一般財団法人が受け取る所得税法第１７４条各号に定める利子等については、所得税を

課さないことを要望する。 

 

関係条文 

・・地方税法第２５条の２、第７１条の５、第７１条の６ 

 ・所得税法第１１条、第１７４条、第１７５条 

 ・所得法施行令第７３条              等 

減収 

見込額 
（初年度）    ▲136（  － ）   （平年度）    ▲136（  －  ）  （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

特定退職金共済団体（※）の加入者の福利厚生水準の維持 

※ 厚生労働省所管の特定退職金共済団体は、15団体（平成22年 7月 1日現在）ある。 
 

（２）施策の必要性 

 特定退職金共済団体が受け取る利子等は、加入者が将来受け取る退職金として積み立てられるものである。 

 現在、特定退職金共済団体である特例民法法人が受け取る利子等については、非課税とされてきているところで
あるが、特例民法法人が一般社団法人及び一般財団法人に移行した場合には課税されることとなり、非課税である
ことを前提として掛金や支給額等の制度設計を行ってきた退職金共済事業に多大な影響を与え、加入者の福利厚生
水準を維持することが困難となる。 

 また、仮に、特定退職金共済団体に既に加入している者と今後加入しようとする者との間で非課税の取扱いを異
にし、新規加入者には非課税を認めないとした場合には、両者の間で不公平が生じ、新規加入が抑制される結果、
制度の安定的な運営が脅かされるおそれがある。 

このため、一般社団法人又は一般財団法人に移行した場合においても引き続き、既存の加入者、新規の加入者を
問わず非課税とすることにより、特定退職金共済団体の安定した運営を図り、加入者の福利厚生水準を維持する必
要がある。 
 

本要望に 

対応する 

縮減案 

なし。 
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合

理

性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 
 

－ 
 
 

政策の 

達成目標 

 
 

－ 
 
 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 
 

－ 
 
 

同上の期間中

の達成目標 

 
 

－ 
 
 

政策目標の 

達成状況 

 
 

－ 
 
 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 
 

－ 
 
 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 
 

－ 
 
 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 
 

－ 
 
 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 
 

－ 
 
 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 
 

－ 
 
 

要望の措置の 

妥当性 

 
 市町村、商工会議所等が特定退職金共済団体である場合には、受け取る利子等が非課税とされて
いるところであり、特定退職金共済団体である「特例民法法人」が「一般社団法人又は一般財団法
人」に移行した場合においても同様の措置を講じることにより、特定退職金共済団体の加入者間の
公平性を確保することとなり、妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 
 
 

－ 
 
 

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性） 

 
 
 

－ 
 
 
 

前回要望時の 

達成目標 

 
 
 

－ 
 
 
 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の

理由 

 
 
 

－ 
 
 
 

これまでの要望経緯 

 
 

－ 
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